
東浦町の部活動及び新たな地域クラブ活動の 

在り方等に関する方針について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【学校】＜東浦町学校部活動 令和５年度からの原則＞ 

①令和５年度８月（夏の大会、コンクール）までの活動 → 従来通り 

②令和５年度９月（新チーム）からの活動 

● 平日の活動は従来通り、休日の練習は行わない 

● 休日の大会等へは、学校部活動として参加する 

   →大会等への引率も、従来通り 

※参加する大会等については、知多・県以上の連盟や協会の大会等とする 

※原則、大会１週間前の休日に行う練習試合（校内練習試合）は可 

これらの学校の改革を受けた東浦町の具体的な取組 

令和５年６月 東浦町教育委員会 

【町】＜休日の活動の機会について＞（令和５年９月～） 

◇準備が整ったところから… 

   「ひがしうら地域クラブ」を立ち上げる 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度（９月） 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

教育委員会 
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ひがしうら 

地域クラブ 

 

 

 

 

🔶「ひがしうら地域クラブ」とは🔶 

（１）方針について 

・町内在住の中学生であれば、だれでも参加することができる。 

・活動ごとに「活動に親しむ」チームと 「技能の向上を目指す」チームの設立を目指す。  

⇒令和５年度立ち上げ時は、「活動に親しむ」チーム（大会等への参加を前提とせず、スポ

ーツ、文化活動に触れる機会の確保を目的とする）から立ち上げる。 

・参加者は、平日の部活動と同じ種目に参加してもよいし、違う種目に参加してもよい 

・従来の部活動にない活動も立ち上げていく方針。 

・事前の出席確認等は行わず、当日に来た子で活動を行う。 

（２）活動場所、活動日時について 

・活動場所＝（原則）町内３中学校の施設を利用して活動（１クラブ１活動場所から） 

・活動日時＝1クラブ週１回、年間 40回程度（土日の午前、午後いずれかで３時間程度） 

（３）指導者について 

・町が指導者を登録管理 ⇒ 地域の指導者 

・指導資格の有無は問わない。町で開催する指導者養成講習会の受講を義務付ける。 

・指導者には報酬を町から支払う。（時給 1,600円） ※報酬辞退等の相談可 

（４）参加者について 

・参加費：月額 500円（令和５年度） 

・その他：活動の用具は、原則個人持ち ※個人持ちが難しいものは、学校の用具を借用 

（５）保険について 

・指導者の保険（スポーツ安全保険）は町が負担する。（文化活動にも適応） 

・参加者には（町契約）「ふれあい保険」を適応する。（参加者の実費負担なし） 

（６）登録・活動日までの流れ（イメージ） 

 

 

 

（７）基本的な業務について 

・活動可能日の調整、報告（代表者ｇ他の指導者と打ち合わせて報告） 

・各クラブの指導【誰でも活動に親しめる指導、安全確保、緊急事態対応】 

・事前に配付する指導者証記載の QRコードより、指導従事日時の実績報告 

 

 

平日の部活動 

大会等への引率・指導 

平日の活動検討 

「ひがしうら地域クラブ」拡充の推進 

大会等への参加規程などの情報提供 

休日のスポーツ・文化芸術活動 

大会等への引率・指導 

まず、活動に

親しむチーム 

教育の質の向上 

平日の活動 

 

あいち電子・届出システム

より指導者に登録 

事務局・他の指導者

との打ち合わせ 

指導者養成講習会 

受講・修了 
活 動 

平日の部活動検討 

大会等への引率・指導検討 

※点線部分は、不確定事項 


